
 

 

 

 

今年度中に発効が見通しされている RCEP（地域的な包括的経済連携）協定。ASEAN 加盟

国と、日本・中国・韓国などの 15か国により構成される世界最大の自由貿易圏創出により、

何が変わるのか。 

RCEP を活用するためには、まず自社の輸出製品の原産地規則を確認し、協定が利用でき

るのかどうかを確認する必要があります。更には既存協定（EPA/FTA）と RCEP を比較し、

関税削減効果をシミュレーションする必要があります。 

そこで当所では、EPA専門家を迎え、既存協定（EPA/FTA）の利用から RCEPの活用に関す

る疑問などについてご相談いただけるよう、オンライン個別相談会を開催いたします。 

是非、この機会に既存協定（EPA/FTA）や RCEP 活用による関税削減効果の可能性を EPA

専門家とともに分析していただき、自社の国際的競争力の強化へとお繋ぎください。 
  
【RCEP 加盟国】ASEAN 加盟国（ブルネイ・カンボジア・インドネシア・ラオス・マレーシ
ア・ミャンマー・フィリピン・シンガポール・タイ・ベトナム）とその FTA パートナー国
（オーストラリア・中国・日本・ニュージーランド・韓国）からなる 15 か国です。 
 

2021年 9 月 16 日（木）10：00～16：00 
1 組 60分程度、先着 5 組限定! 
時間：①10：00～ ②11：10～ ③13：00～ ④14：10～ ⑤15：20～ 

※お時間につきましてはご希望に添えない場合もございますので予めご了承下さい。 

  事務局側で調整後、ご担当者様までご連絡いたします。 
     

       麻野 良二 氏 

㈱アール FTA研究所 代表取締役、中小企業診断士、 

関西学院大学・関西大学・同志社大学・四天王寺大学 非常勤講師 
 
 

ZOOMを利用したオンライン個別相談会 

※各自の会社等からＰＣ、タブレット、スマホ等で参加して下さい。 

相談会当日までに、担当者様に参加ＵＲＬをご連絡いたします。 

       ※Microsoft Teamsの利用をご希望される場合は、事務局までご連絡下さい。 
  

当所ホームページより、申込用エクセルシートをダウンロードいただき、 

必要事項をご記入の上、メールにてお送り下さい。 

◎四日市商工会議所ホームページ 

http://www.yokkaichi-cci.or.jp/「新着情報」からご覧下さい。 

【送付先：trading@yokkaichi-cci.or.jp   締切：２０２１年９月１０日（金）】 

 
 

四日市商工会議所 商工振興課（小原・中村） 

ＴＥＬ：０５９－３５２－８１９４ メール：trading@yokkaichi-cci.or.jp 

開催形式 

申込方法 

日  時 

お申込み 
お問合せ 

 

主催：四日市商工会議所 

 

２０２１年８月 

講  師 

＜参加費無料＞ 

EPA活用オンライン個別相談会のご案内 

～RCEP協定発効に向けて～ 
 


